
秋田県男女共同参画審議会運営要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、秋田県男女共同参画推進条例（平成14年秋田県条例

第18号。以下「条例」という。）第23条に基づき、秋田県男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（役員等）

第２ 条例第21条第４項に基づき、審議会に会長代理を置く。

（会議）

第３ 審議会は、原則公開とし、審議会の傍聴を希望する者には、別に

定める手続きにより傍聴を認める。ただし、審議会を公開することに

より、個人の権利利益若しくは公の利益を害するおそれがあると認め

られる場合は、公開しないものとする。

（部会）

第４ 審議会に部会を置くことができる。

(1) 部会に属する委員は、会長が指名する。

(2) 部会に部会長を置き、部会長はその属する委員の互選により定め

る。

(3) 部会長は、その部会を主宰する。

(4) 会長が特に必要と認めるときは、部会に専門的知識を有する者を

招へいし、その意見を聞くことができる。

（庶務）

第５ 審議会の事務は、あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課が行

う。

（補則）

第６ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２２年１１月２９日から施行する。

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
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